
令
和
元
年
六
月
十
八
日
提
出

質
問
第
二
四
一
号

フ
ラ
ッ
ト
��
の
不
正
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

源

馬

謙

太

郎
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フ
ラ
ッ
ト
��
の
不
正
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
月
、
長
期
固
定
金
利
型
の
住
宅
ロ
ー
ン
商
品
で
あ
る
フ
ラ
ッ
ト
��
の
資
金
使
途
が
、
自
ら
の
居
住
用
で
は
な
く
投
資
用

だ
っ
た
と
い
う
不
正
利
用
疑
惑
が
生
じ
た
。
フ
ラ
ッ
ト
��
は
本
人
や
親
族
が
住
む
住
宅
の
購
入
資
金
を
住
宅
金
融
支
援
機
構
と

提
携
し
た
金
融
機
関
が
融
資
す
る
が
、
第
三
者
に
貸
す
投
資
用
物
件
の
購
入
資
金
に
充
て
る
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。

一

住
宅
金
融
支
援
機
構
は
住
宅
を
購
入
し
た
後
に
転
勤
に
な
っ
た
借
り
手
が
第
三
者
に
貸
し
出
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
の

で
、
居
住
用
と
投
資
用
の
線
引
き
が
難
し
く
な
る
が
、
ど
の
よ
う
な
対
応
策
を
講
じ
る
の
か
。
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を

お
伺
い
し
た
い
。

二

借
金
の
あ
る
若
者
に
フ
ラ
ッ
ト
��
を
投
資
目
的
で
販
売
し
た
不
動
産
の
販
売
会
社
へ
の
罰
則
は
ど
う
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


